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阿賀町の農業・農村振興及び農地等利用 

最適化の推進施策に関する意見書 

 

日頃から、当町の農業・農村振興に積極的に取り組まれていること

に敬意を表しますとともに、農業委員会活動につきましても、格別の

ご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、農業・農村を取り巻く状況は、農業従事者の高齢化や、担い

手不足、鳥獣被害、耕作放棄地の増加に加え、長期化するウクライナ

侵攻や世界情勢等の影響から、農業生産資材、肥料等の価格の高止ま

りや、物流の停滞など、大変厳しい状況であることから、経営不安や

生産意欲の減退による農業離れが懸念されています。 

農業委員会では、地域の実情に応じた地域計画が実現できるよう、

農業委員、農地利用最適化推進委員が連携し、担い手への農地利用の

集積・集約や、新規参入の促進、農地の見守り活動など、農地利用の

最適化の推進に努めているところであります。 

今後も当町の農業・農村振興に向けた、農業者支援等の更なる充実

と、農地利用の最適化を効率的かつ効果的に実施するために必要な

施策の改善等に反映されるよう、農業委員会等に関する法律第３８

条の規定により、意見書を提出いたします。 

 

令和 ７ 年 ８ 月 

 

阿賀町長  

神 田 一 秋 様 

阿賀町農業委員会 

会長 小日山 助 仁 

 



意  見  書 

 

１ 農業・農村振興について 

担い手農家等が将来にわたり、安定した農業経営を持続・発展

させるためには、地域の実情に応じた地域計画に即し、農用地の

利用集積・集約はもちろんですが、生産性の高い農地に圃場整備

し、持続可能な農業・農村振興を実現できる取組みをお願いしま

す。 

（１）水田の多くは小区画、湿田等、農地条件が劣悪で、地域農業

の担い手への農地利用の集積・集約が進まない原因となってい

ます。生産基盤である圃場の基盤整備を早急に実施して、地域

計画の実現に向けた取組みをお願いします。 

（２）農業振興地域の整備に関する法律に基づく、当町農業の将来

展望と健全な発展のため、現在の農業振興地域農用地区域を見

直し、それぞれの地域で、将来にわたり残すべき農地、守るべ

き農地を明確にして保全するとともに、農業振興のための各種

施策への取組みをお願いします。 

（３）地域農業を安定的、かつ持続可能なものとするため、地域計

画に位置付けられた認定農業者等の担い手や、既存の集落営農

組織、農業公社や、農業生産法人等に対する支援拡充をお願い

するとともに、地域の合意形成による新しい農業組織の設立、

若年層への農業の魅力の発信、参入しやすい環境づくり等、多

様な担い手による農地利用の最適化に向けた取組みへの支援を

お願いします。 



２ 鳥獣被害対策について 

地域や関係団体と協力し、被害防除・個体数管理・生息環境管

理を組み合わせた、総合的な鳥獣被害対策を継続実施してくださ

い。 

（１）農家組合等が事業主体となって、地域内の広範囲（集落周りや

農地団地等）に電気柵等を設置して、農作物被害軽減対策を実施

する場合に、町農作物鳥獣被害対策補助金の補助率引上げを検

討してください。 

（２）電気柵等の設置・撤去を委託する場合、町農作物鳥獣被害対策

補助金の補助対象となるよう制度拡充を検討してください。 

（３）イノシシ被害が深刻になっています。農用地等の損壊被害復旧

に対する支援をお願いします。 

 

３ 農業経営の安定化対策について 

  農業生産資材、肥料等の価格の高止まりや、物流の停滞など、農

業経営を取り巻く状況が大変厳しいことから、農業者の経営を支

援する施策をお願いします。 

（１）農業機械は農作業等を効率よく進めるうえで欠かすことので

きない装備であります。農業経営の維持・拡大、装備更新ため、

農機具（トラクター、コンバイン等）購入に対する支援をお願い

します。 

（２）農業資材、燃料、電気代など、情勢の変化に対応した支援をお

願いします。 


